
前橋市介護給付費等支給決定基準に関する要綱 

（目的） 

第１条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平

成１７年法律第１２３号。以下「法」という。）第２２条に基づき介護給付費等の支給を

決定するにあたり、公平性及び透明性を確保するため、介護給付費等の支給決定基準に

関し必要な事項を定めるものとする。 

（用語の定義） 

第２条 この要綱において使用する用語は、法、障害者の日常生活及び社会生活を総合的

に支援するための法律施行令（平成１８年政令第１０号。以下「政令」という。）及び障

害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則（平成１８年厚生

労働省令第１９号。以下「省令」という。）において使用する用語の例による。 

（支給決定基準等） 

第３条 支給決定基準を定める障害福祉サービスは、次のとおりとする。 

(１) 介護給付費 

居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、療養介護、生活介護、短期入所、重

度障害者等包括支援、施設入所支援 

(２) 訓練等給付費 

自立訓練（機能訓練）、自立訓練（生活訓練）、宿泊型自立訓練、就労移行支援、就労

継続支援（Ａ型・Ｂ型）、就労定着支援、自立生活援助、共同生活援助 

(３) 地域相談支援給付費 

地域移行支援、地域定着支援 

２ 前項の障害福祉サービスにおける支給量の１月当たりの上限（以下「上限支給量」と

いう。）及びその他支給決定における基準については、別紙に定めるとおりとする。 

（支給決定） 

第４条 支給決定にあたっては、法、政令、省令、介護等給付費等に係る支給決定事務等

について（事務処理要領）及び本要綱に基づき行うものとする。 

（上限支給量を超える支給決定） 

第５条 市長は、この要綱に定める上限支給量を超えて支給決定を行う場合は、前橋市自

立支援給付認定審査会（以下「審査会」という。）の意見を聴取し、支給量を決定しなけ

ればならない。 

（雑則） 

第６条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。 

   附 則 

 この要綱は、平成２４年４月１日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は、平成２５年４月１日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は、平成２６年４月１日から施行する。 

   附 則 



 この要綱は、平成２７年４月１日から施行する。 

 附 則 

 この要綱は、平成３０年４月１８日から施行する。 

 附 則 

 この要綱は、平成３１年４月８日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



別紙（第３条関係） 

 

Ⅰ 支給量 

１ 居宅介護 

（１）身体介護・家事援助 

・身体介護及び家事援助の１時間あたりの単位数（下表①のとおり）にそれぞれの時間

数を乗じて求めた支給単位の合計が、障害支援区分ごとの上限支給単位（下表②のと

おり）を超えないように決定する。 

・障害者が住民票上単身世帯である場合及び障害者と同一世帯である者全てが、高齢、

疾病、障害、就労、就学又はこれらに準じる事由により介護能力に欠ける場合には、

上限支給単位に１．５を乗じて求めた値（１未満の端数が生じる場合は端数を切り上

げた値）を上限支給単位と見なすことができる。 

・介護者の疾病、事故、出産又はこれらに準じる事由により一時的に必要と認められる

場合には、当該事由の該当期間（概ね３か月を限度とする）に限り、上限支給単位に

１．５を乗じて求めた値（１未満の端数が生じる場合は端数を切り上げた値）を上限

支給単位と見なすことができる。 

 

①１時間あたりの単位数 

身体介護 402 

家事援助 195 

 

②上限支給単位（身体介護及び家事援助の合計） 

区分１ 3,547 

区分２ 4,565 

区分３ 6,735 

区分４ 12,632 

区分５ 20,206 

区分６ 29,111 

障害児 12,000 

 

（２）通院等介助・通院等乗降介助 

・医師の指示等による通院に必要な時間数（回数）を支給量とする。 

 

２ 重度訪問介護 

（１）重度訪問介護 

・１時間あたりの単位数（下表①のとおり）に時間数を乗じて求めた支給単位が、障害

支援区分ごとの上限支給単位（下表②のとおり）を超えないように決定する。 

・障害者が住民票上単身世帯である場合及び障害者と同一世帯である者全てが、高齢、



疾病、障害、就労、就学又はこれらに準じる事由により介護能力に欠ける場合には、

上限支給単位に１．５を乗じて求めた値（１未満の端数が生じる場合は端数を切り上

げた値）を上限支給単位と見なすことができる。 

・介護者の疾病、事故、出産又はこれらに準じる事由により一時的に必要と認められる

場合には、当該事由の該当期間（概ね３か月を限度とする）に限り、上限支給単位に

１．５を乗じて求めた値（１未満の端数が生じる場合は端数を切り上げた値）を上限

支給単位と見なすことができる。 

 

①１時間あたりの単位数 

重度訪問介護 181 

 

②上限支給単位 

区分４ 29,302 

区分５ 36,751 

区分６ 52,039 

 

（２）移動介護加算 

・４０時間を上限支給量とする。ただし、併せて同行援護又は行動援護を支給決定する

場合には、それぞれの支給量の合計が上限支給量を超えないように決定する。 

・社会通念上必要不可欠な外出等により上限支給量を超えた支給量が必要であると認め

られる場合には、６０時間を上限支給量と見なすことができる。 

 

（３）２４時間介護 

 ・意思疎通を図ることに著しい支障がある者であって、四肢すべてに麻痺等があり、か

つ、寝たきりの状態にある者のうち、次のアからウのすべてに該当し、審査会が許可

した場合、介護保険サービス等を含み、２４時間公的介護が提供されるよう重度訪問

介護を支給決定することができる。 

  ア 障害支援区分６であること 

  イ 単身世帯であって介護者が存在しないこと、又は介護者の就労等の事情により、

夜間及び深夜の時間帯にのみ介護者が在宅するものの、介護者がその心身の状態か

ら介護に堪えないこと 

  ウ 常時人工呼吸器を使用していること、又は常時頻回の喀痰吸引を必要とすること 

 

３ 同行援護 

・４０時間（障害児においては２０時間）を上限支給量とする。ただし、併せて重度訪

問介護の移動介護加算、行動援護又は地域生活支援事業の移動支援を支給決定する場

合には、それぞれの支給量の合計が上限支給量を超えないように決定する。 

・社会通念上必要不可欠な外出等により上限支給量を超えた支給量が必要であると認め



られる場合には、６０時間（障害児においては３０時間）を上限支給量と見なすこと

ができる。 

 

４ 行動援護 

・４０時間（障害児においては２０時間）を上限支給量とする。ただし、併せて重度訪

問介護の移動介護加算又は同行援護を支給決定する場合には、それぞれの支給量の合

計が上限支給量を超えないように決定する。 

・社会通念上必要不可欠な外出等により上限支給量を超えた支給量が必要であると認め

られる場合には、６０時間（障害児においては３０時間）を上限支給量と見なすこと

ができる。 

 

５ 療養介護・施設入所支援 

・各月日数を支給量とする。 

 

６ 生活介護 

・原則日数（各月の日数から８日を控除した日数）を上限支給量とする。ただし、障害

者の心身の状態や介護者の状況を勘案し、原則日数を超えた支給量が必要であると認

められる場合には、各月の日数を上限支給量と見なすことができる。 

 

７ 短期入所 

・１１日を上限支給量とする。ただし、併せて地域生活支援事業の日中一時支援（日帰

りショートステイ）を支給決定する場合には、支給量の合計が上限支給量を超えない

ように決定する。 

・介護者の疾病、事故、出産又はこれらに準じる事由により一時的に必要と認められる

場合には、当該事由の該当期間（概ね３か月を限度とする）に限り、３０日を上限支

給量と見なすことができる。なお、平成３０年３月３１日までに短期入所を利用して

いた利用者については、平成３１年３月３１日までの間は、３１日を上限支給量と見

なすことができる。 

 

８ 重度障害者等包括支援 

・１２４，５６０単位を上限支給量とする。 

・障害者が住民票上単身世帯である場合及び障害者と同一世帯である者全てが、高齢、

疾病、障害、就労、就学又はこれらに準じる事由により介護能力に欠ける場合は、１

８６，８４０単位を上限支給量と見なすことができる。 

・介護者の疾病、事故、出産又はこれらに準じる事由により一時的に必要と認められる

場合には、当該事由の該当期間（概ね３か月を限度とする）に限り、１８６，８４０

単位を上限支給量と見なすことができる。 

 

９ 自立訓練（機能訓練）・自立訓練（生活訓練）・就労移行支援・就労継続支援（Ａ型・



Ｂ型） 

・原則日数（各月の日数から８日を控除した日数）を上限支給量とする。ただし、障害

者の心身の状態や介護者の状況を勘案し、原則日数を超えた支給量が必要であると認

められる場合には、各月の日数を上限支給量と見なすことができる。 

 

１０ 宿泊型自立訓練 

・各月日数を支給量とする。 

 

１１ 就労定着支援 

・各月日数を支給量とする。 

 

１２ 自立生活援助 

 ・各月日数を支給量とする。 

１３ 共同生活援助 

・各月日数を支給量とする。 

・受託居宅介護サービスの上限支給量については、下表のとおりとする。 

 

区分２ 2.5時間 

区分３ 10時間 

区分４ 15時間 

区分５ 21.5時間 

区分６ 31.5時間 

 

１４ 地域移行支援・地域定着支援 

・各月日数を支給量とする。 

 

Ⅱ 他法との給付調整 

１ 介護保険サービスと居宅介護等の併給 

・次のアからウの全てに該当する場合に、介護保険で提供される訪問介護と併せて居宅

介護（身体介護・家事援助）又は重度訪問介護を支給決定することができる。なお、

支給決定する場合においては、エ及びオを適用するものとする。また、通院に係るサ

ービスについては、介護保険サービスでの利用が可能な者に対しては、居宅介護（通

院等介助・通院等乗降介助）又は重度訪問介護の移動介護加算の支給決定は行わない。 

ア 介護保険サービスの利用可能単位数のうち概ね過半数を訪問介護（通院等介助・

通院等乗降介助に相当するサービスを含む）に利用していること。 

イ 介護保険の要介護度が要介護４以上であること。 

ウ 介護保険サービスを限度額まで利用していること。 

エ 居宅介護（身体介護・家事援助）又は重度訪問介護の支給量が、介護保険で提供



される訪問介護の利用時間を上回らないこと。 

オ 居宅介護（身体介護・家事援助）又は重度訪問介護の支給単位と、介護保険で提

供される訪問介護を居宅介護（身体介護・家事援助）又は重度訪問介護に置きか

えて算出した支給単位の合計が、別紙Ⅰの１又は２に規定する上限支給単位内で

あること。 

 ・居宅介護等の利用者が新たに介護保険対象者となり、それまで支給決定していた居宅

介護又は重度訪問介護の支給量に対して、介護保険における訪問介護の利用可能時間

が不足する場合には、上記の規定にかかわらず、不足分の支給量に限り、居宅介護又

は重度訪問介護の支給決定を継続することができる。 

 

２ 介護保険サービスと生活介護の併給 

・介護保険サービスの利用が可能な者（施設入所支援の支給決定を受けて障害者支援施

設に入所する者及び共同生活援助の支給決定を受けて介護サービス包括型グループ

ホームに入居している者を除く）に対しては、生活介護の支給決定は行わない。ただ

し、審査会の意見を聴取した上で、支給が必要であると認められる場合には、介護保

険サービスの利用が可能な者に対しても、生活介護を支給決定することができる。 

 

Ⅲ 経過措置 

・平成２６年４月１日時点で、別紙Ⅰの１から１１に規定する上限支給量を超える支給

を受けている者においては、平成２６年４月１日時点の支給量を上限支給量と見なす

ことができる。ただし、平成２６年４月１日以降に支給量の変更を行う場合の上限支

給量は、別紙Ⅰの１から１０まで及び１３に規定する上限支給量とする。 


